
鹿
児
島
県
最
低
賃
金
が
改
正

お
知
ら
せ

鹿
児
島
県
最
低
賃
金
が
令
和
４
年
10

月
６
日
か
ら
時
間
額
「
８
５
３
円
」

に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
最
低
賃

金
は
臨
時
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト

な
ど
す
べ
て
の
労
働
者
に
適
用
さ

れ
、
使
用
者
は
、
最
低
賃
金
以
上
の

賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
特
定
の
産
業
の
労
働
者

と
使
用
者
に
適
用
さ
れ
る
特
定
（
産

業
別
）
最
低
賃
金
は
高
い
方
の
最
低

賃
金
額
以
上
の
賃
金
を
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

お
問
い
合
わ
せ
先

鹿
児
島
労
働
局
賃
金
室

☎
０
９
９
‐
２
２
３
‐
８
２
７
８

又
は
、
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署

鹿
児
島
県
立
鹿
屋
高
等
技
術
専
門
校

で
は「
調
理
加
工
科（
職
業
実
習
付
）」

の
訓
練
受
講
生
を
募
集
し
ま
す
。

訓
練
期
間　
令
和
４
年
11
月
15
日
火

～
令
和
５
年
３
月
14
日
火

訓
練
会
場　
た
か
ら
べ
森
の
学
校

曽
於
市
財
部
町
北
俣
５
４
１
０
‐
１

受
講
時
間　
９
：
30
～
16
：
00
ま
で

対
象
者　
早
期
再
就
職
を
目
指
す
人

内
容　

就
職
支
援
、
食
品
栄
養
学
、

下
処
理
実
習
、
総
合
調
理
実
習
、
職

場
実
習
な
ど

受
講
料　
無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
な
ど

は
自
己
負
担
）

定
員　
15
名

応
募
期
間　
令
和
４
年
９
月
12
日
月

～
10
月
24
日
月

応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
せ
下
さ
い
。

問
大
隅
公
共
職
業
安
定
所

☎
０
９
９
‐
４
８
２
‐
１
２
６
５

「
ピ
ン
ク
リ
ボ
ン
」
は
、
乳
が
ん
の

早
期
発
見
・
早
期
治
療
の
重
要
性
を

伝
え
る
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
と
し
て
ア

メ
リ
カ
で
使
わ
れ
始
め
、
そ
の
考
え

に
共
感
し
た
人
々
に
よ
っ
て
世
界
中

で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
鹿
児
島
県
で
も
、
平
成
18
年
か
ら

毎
年
10
月
を
鹿
児
島
県
ピ
ン
ク
リ
ボ

ン
月
間
と
定
め
、
関
係
機
関
・
関
係

団
体
と
協
力
し
て
乳
が
ん
に
関
す
る

正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
を
集
中
的

に
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
乳
が
ん
に
か
か
る
人
は

年
々
増
加
し
て
お
り
、
一
生
の
う
ち

に
日
本
人
女
性
の
約
９
人
に
１
人
が

乳
が
ん
に
か
か
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
検
診
に
よ
り
、
早
期
が
ん
で
発
見

し
、
早
期
に
適
切
な
治
療
を
行
う
こ

と
で
、
よ
り
高
い
確
率
で
治
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
忙
し
い
毎
日
の
中
で
も
、
自
分
の

健
康
を
意
識
し
、
月
に
１
回
は
自
己

検
診
を
心
が
け
、
２
年
に
１
回
は
、

乳
が
ん
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

問
県
庁
健
康
増
進
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
７
２
１

照
葉
樹
の
森
で
は
、
自
然
を
体
感
で

き
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
登
山
会
の
イ

ベ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
家
族

や
お
友
達
と
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

職
業
訓
練
受
講
生
を
募
集

が ん 患 者 医 療 用 補 正 具
購入費助成事業について

がんと闘う町民の方が、治療による外見上の変化に
よる精神的負担を軽減するために購入する医療用ウ
イッグ（全頭用）と胸部補正具の購入費用の一部を
助成いたします。購入助成の対象となるものは２種
類です。

① 医療用ウイッグ（全頭用）
　 ・補助率 100％、上限 20,000 円（上限以
        下の切捨てなし）
　 ・医療用の全頭用ウイッグ、頭皮保護用　
　    ネット
　　※部分用ウイッグ、ケア用品は対象外

② 胸部補正具
　 ・補助率 100％、上限 10,000 円（上限以
        下の切捨てなし）
　 ・乳房補正パッド、人工乳房、補正下着
　　※水着用等、日常的に使用しないもの
　　　や乳房再建手術は対象外

助成対象 交通費、送料、代引き手数料等は対象外

必要書類や補助の条件等、不明な点については下
記までお問い合わせください。

健康保険課 健康増進チーム　☎ 22-3044

◉ 購入時点で住所が錦江町にある方
◉ がんと診断され、がんの治療を受けた
◉ 他市町村で同様の購入助成を受けていない
◉ 購入日が令和４年４月１日以降で、購入
　 日から１年以内の申請であること
◉ ウイッグまたは胸部補正具についてそれぞ　
　 れ初めての申請であること（１人につきウ
　 イッグ１回と胸部補正具１回を助成）

助成対象者 以下の条件をすべて満たす方

第三者行為による傷病の医療費
国民健康保険を使用する際は届出が必要

交通事故や障害、犬咬み等第三者の行為によっ
て受けた医療費は、原則として加害者が負担す
ることになります。しかし、業務上や通勤災害
によるものでなければ国民健康保険を使用して
診療を受けることができます。その場合には必
ず「第三者行為による傷病届」を健康保険課に
提出してください。届け出により加害者に変わ
り保険者（錦江町）が保険給付割合分の治療費
を立て替えて支払い、後日、保険者が立て替え
た分を加害者へ請求します。

・交通事故（自転車事故を含む）でケガをしたとき
・暴力を受けてケガをしたとき
・落下物にあたりケガをしたとき
・飲食店での食事が原因で食中毒になったとき

・雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転等の法令違反の事故

次の場合は国民健康保険が使用できません

必要書類を確認の上、下記の届け出先に提出を
お願いします。

◉届け出先　 健康保険課  ☎ 22-3041
　　　　       住民生活課  ☎ 25-2511

第三者行為による傷病に該当する事例

相手方がある次のようなケガ等で、国民健
康保険を使用して治療を受ける場合に届け
出が必要です。

※交通事故の場合で、相手方または被保険者が
任意保険（対人賠償保険、人身傷害補償保険等）
に加入していれば、必要な書類を保険会社から
提出してもらうように依頼ができます。

◉なぜ届け出が必要なのか？

交通事故等による診療費は、本来、交通事故
等を発生させた加害者が負担すべき費用です。
国民健康保険の加入者のみなさまに納めてい
ただく保険料が財源となっています。適正に
届け出を行っていただくことにより、国民健
康保険の健全な財政運営、制度の維持にもつ
ながります。

鹿
児
島
県
ピ
ン
ク
リ
ボ
ン
月
間

❶
自
然
体
感
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
（
肝
付

町
史
跡
巡
り
）
10
月
23
日
日

❷
月
例
登
山
会
（
摺
ヶ
丘
）

11
月
13
日
日

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
で
変
更
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
照
葉
樹
の
森
管
理
事
務
所　
　

☎
０
８
０
‐
６
４
１
７
‐
６
５
１
８

県
民
の
森
で
は
、
親
子
で
楽
し
め
る

タ
ー
ゲ
ッ
ト
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
入
門

照
葉
樹
の
森
イ
ベ
ン
ト
案
内

県
民
の
森
イ
ベ
ン
ト
案
内

キ
ャ
ン
プ
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
エ
コ
バ
ッ

グ
作
り
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
家
族
や
お
友
達
と
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

❶
タ
ー
ゲ
ッ
ト
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
入
門

キ
ャ
ン
プ
で
自
然
を
満
喫　
10
月
15

日
土
～
16
日
日　
定
員
10
家
族
（
中

学
生
以
上
）

❷
秋
の
「
長
尾
山
」
登
山
を
楽
し
み

ま
し
ょ
う　

10
月
23
日
日 　

定
員

15
名
（
小
学
５
年
生
以
上
）

❸
草
木
で
染
め
る
オ
リ
ジ
ナ
ル

エ
コ
バ
ッ
グ
作
り
に
挑
戦

11
月
５
日
土　
定
員
15
名

（
中
学
生
以
上
）

参
加
費
、
応
募
期
間
な
ど

イ
ベ
ン
ト
の
詳
細
は
、
県
民
の
森

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問
県
民
の
森
管
理
事
務
所

☎
０
９
９
５
‐
６
８
‐
０
５
５
７

鹿
児
島
県
司
法
書
士
会
で
は
、
県
民

の
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
窓
口
と
し
て

「
南
大
隅
地
区
司
法
書
士
法
律
相
談

セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、
毎
週
月
曜

日
に
司
法
書
士
に
よ
る
「
無
料
法
律

無
料
法
律
相
談
会
の
ご
案
内

相
談
会
」
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

名
称　

南
大
隅
地

区
司
法
書
士
法
律

相
談
セ
ン
タ
ー

所
在
地　

錦
江
町
城
元
１
０
４
３

番
地
４
（
錦
江
中
学
校
正
門
向
い
）

相
談
内
容　

相
続
・
売
買
・
賃
貸

な
ど
土
地
建
物
の
権
利
問
題
、
貸

金
や
借
金
な
ど
お
金
の
ト
ラ
ブ
ル
、

悪
徳
商
法
被
害
、
成
年
後
見
、
そ

の
他
法
律
問
題
に
関
す
る
相
談

日
時　

毎
週
月
曜
日　

午
後
１
時

～
午
後
４
時

実
施
方
法　
司
法
書
士
に
よ
る
面
談

相
談（
相
談
は
無
料
、予
約
者
を
優
先
）

問
鹿
児
島
県
司
法
書
士
会

☎
０
９
９
‐
２
５
６
‐
０
３
３
５

県
教
育
委
員
会
で
は
、
中
学
生
・
高

校
生
等
を
対
象
に
、
悩
み
の
相
談
や

い
じ
め
の
目
撃
情
報
な
ど
を
、
身
近

な
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
っ
て
相
談
・
連
絡
で

き
る
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
（
午
後
５
時
～
午
後

９
時
30
分
、
土
日
、
祝
日
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
）
身
近
な
人
に
は
な
か

な
か
面
と
向
か
っ
て
言
え
な
い
よ
う

な
悩
み
に
つ
い
て
、
チ
ャ
ッ
ト
形
式

で
気
軽
に
相
談
で
き
ま
す
。
相
談
の

秘
密
は
必
ず
守
り
ま
す
。

・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
通
報
（
24
時
間
）
い
じ
め

に
関
す
る
情
報
な
ど
、
友
達
の
こ
と

で
も
自
分
の
こ
と
で
も
24
時
間
い
つ

で
も
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
預
か
っ
た
Ｓ
Ｏ
Ｓ
は
学
校
へ

届
け
ま
す
。

開
設
期
間　
３
月
31
日
金
ま
で

登
録
方
法
等
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、

県
教
育
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
県
教
育
庁
高
校
教
育
課
学
校
教
育

生
徒
指
導
班

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
５
５
３
２

子
ど
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
・
通
報
窓
口
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